
 

 

千 葉 市 公 告 第 ９ ４ ７ 号  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 ９ １ 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が な さ れ た の で 、 同 条 第 ３ 項 に

お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、次 の と お り 公 告 し ま す 。 

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日  

 

千 葉 市 長  神  谷  俊  一  

 

１  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

名  称  イ ー エ ク ス ビ ル  

所 在 地  千 葉 市 中 央 区 富 士 見 二 丁 目 １ ４ 番 地 １ 、 １ ４ 番 地 ２ 、  

１ ４ 番 地 ３ 、 １ ４ 番 地 ２ ２  

 

２  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に

あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

名  称  株 式 会 社 コ ン チ ェ ル ト  

代 表 者  代 表 取 締 役  江 口  隆 光  

所 在 地  東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 三 丁 目 １ 番 １ 号  

（ サ ン シ ャ イ ン ６ ０  ３ ７ 階 ）  

 

３  変 更 し た 事 項  

大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人

に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

（ 変 更 前 ） 株 式 会 社 コ ン チ ェ ル ト  

代 表 取 締 役  藏 田  久 幸  

東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 三 丁 目 １ 番 １ 号  

（ サ ン シ ャ イ ン ６ ０  ３ ７ 階 ）  

（ 変 更 後 ） 株 式 会 社 コ ン チ ェ ル ト  

代 表 取 締 役  江 口  隆 光  

東 京 都 豊 島 区 東 池 袋 三 丁 目 １ 番 １ 号  

（ サ ン シ ャ イ ン ６ ０  ３ ７ 階 ）  

 

４  変 更 の 年 月 日  

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ８ 日  

 

５  変 更 す る 理 由  

代 表 取 締 役 の 変 更 の た め 。  

  



 

 

６  届 出 の 年 月 日  

  令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ２ 日  

 

７  縦 覧 場 所  

  千 葉 市 中 央 区 千 葉 港 １ 番 １ 号  千 葉 市 経 済 農 政 局 経 済 部 産 業 支 援 課  

 

８  縦 覧 期 間 及 び 時 間  

（ １ ） 縦 覧 期 間  

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 か ら 令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ２ 日 ま で （ 土 曜 日 ・ 日

曜 日 ・ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定 す る 休 日 を 除 く 。）  

（ ２ ） 時 間  

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  


